
ふれあい給食サービス  
 

利用決定までの流れ 
 

 

 

●利用者 

●家族 

 

 

相談 

●介護支援専門員 

●地域包括支援センター 

●市役所 

●その他 

相談受付 

利用者の方の細かな状況や様子

を聞き取り、受付表に記入する。 

ふれあい給食利用会議 

受付表に基づき、ふれあい給食の対

象となるか検討し、利用可否につい 

て決定する。 

利用可 利用不可 

連絡 
不可の理由とともに、 

担当者にご連絡する。 

連絡 

利用できることを 
担当者に伝える。 

申請書・アセスメント表 

担当者の方にふれあい給食の 

申請書及びアセスメント表を 

提出していただく。 

訪問 
 

社会福祉協議会担当職員が担当ケ

アマネ等と、ご利用者宅を訪問

し、利用者本人と契約内容の確認

や配食開始日の確認を行う。 

 
※口座振替を希望される場合、口座情

報と銀行印が必要になります。 

配食開始 

相談 情報共有 
社会福祉協議会 

 

「利用者・家族」から 

利用のお話があった場合、

相談させていただくことが

ありますので、ご協力をお

願いいたします。 

問い合せ・申し込み 

柏崎市社会福祉協議会 

地域福祉課 地域福祉係 

 電話 22-1411 

相談 


